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141丈it)fl:(ネ)鶴 4274ケ j‐ 1音令キli占求控訴 事十11(以下本111と称十)につい

て、十■r訴人はナ|ム|ヤヽ)通りす!任1亨FPI!|||を提 |||ヤする|,

記

1.木 件第
‐
体はi卜に1巧〔判決がィ(Wi・杯理 イ(十‐分であるという次ノこの|||1胆では

なく、乙 15ケ ,れにの介護 卜懲戒吉li求十昨げ)Jlり、世十1千(1イ～訴人)r「|十ギtが篠|サi〔ギ千
‐良|;を通 じて容任 した,古r内謀策弁江 |:が、111なる怠胆や 子抜きとい う受任義務

畦1支を通 り越 して、委任杵で洋)る枚十IFけ牛訴人)を真切って委任杵の不和1益をサ+1

幅 し、崎〔十
1+(被
挫訴人)合林誠冷に行和|なように法延闘午卜を行い続けるという、

般ilF側オti隻十長でが原竹側に立つとぃう末中】flの投判運営、 |]本げ)裁ll神JIどロ

介li整lfil対度の快持の問1趣ということである‐

ilをなるt将金十f青)R芋十11でこブ)上うなliイ十↓イ(聞フ)要り」りが行オサLるということ

白|卜が、すでに本件が表に出ているキ1生なるとヽ企牛lili求事1件ではなく要があり恨

が深い証拠である!木 件は汗1申:'|ヤ11に枠1えれば、ブサ1111者が彼11+持を犯人だと,訴

えてt る`せ)1古lじで、 |れ告り11に対I Hiするや)のである.

2.単 なる貸企等請求
'|1件である

‐
k・らば、彼控訴人は物的「il:拠を挙げればすむ

はずが、!)状ヽにおいてや)、1)2「被 1lFがイ「翼1畑係者 とは角|らずに」「次第に祖呆

な対応に111るようになり」とい う1哺デタラメを予べ 立て、意田的に彼姓訴人と

件訴人171信頼関係に 「イ1翼=,終力的=賞怖=j強要Jを 捺 り込むことに躍起でtlり、

それllt甲15ケ fこの校控!訴人(原体)げ)左合林陽子(以 下lilに合林陽 F・と称う)の

陳述 占でや)随所に壮
｀
そ|ナデ)れる!な ぜその1長うな哺デタラメ在泣べ 立てる老、要

御 li4上t rPril十

午
曝
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があったのか
｀
P そ れ1士そ

つんヽないからである

しな|ナれば延 々と貸十 二とは ィ(白然で説明が

‖.特 に甲 15け 証イ芋林陽子の陳述 ||十1士|1可イlt5 11 1 7卜1の本人|チ|||!と共に、k桟

偽|二十ドiヤメてナjり、 ガか'|千だらけである 1)」「rfl十さメンカミ末東frブメご、 lヽiル蛇5イliに、

50'ブ111、 10()万 円とお令を貸しましたが、これを進 してきたt/1がヽ+4成7角i

で した J とあるが、 二のような事実1士ない― これ|よそれに続く 「「ニォLではィ「

)ltさんは企銭的に信|||がtl i来ない |と いうことで、そ /1後お/1tを貸した りする

時には、イr)liさんから|十■インをい官お うと,(と話 し合いよした.」という|、協偽

げ)既述の為に作り出された|、権村である 令 林陽 i生がこの時サ明に1牛訴人(被f!「)と

推十1仁訴人(ルi(11F)げ)企銭1単1係～rね|デ)メrかったことは、 +`41ブ蛇l T tti 3月初旬にわJめ

て被|■「訴人(ルi〔十1)のサ|IF為常げ)浄)る1打十ド1岸FII中裕イを1歩き、 少 しli竹にり」,していた||十「||▼)

化池交換げ)為に、十1に|十ヽいた111 1il庄(枚枠訴人げ)hlF柿)に飛び込んだHi時術 i者
一
ご|口rl)拍ば)なかった中 lLltt rが、

|lilサ可ril r^「ち にぅどええ―あそこに||!吉1庄があるから1電池入れてきてや)|)うで |

|イト1訴人イ「サト ギ!「行ってそぅいいが十
=L池
交換の十ド〔段だけド村いてすぐ出て来い」

十llttrtt r t｀PPヽrP 電池の交換なんか、なんぼ キ)変わらへんのにおかしなことを

||う― え えから|=宣池を人れてや)らお うとフ思って人っていった》

Hキlilの1:L池交換中に控訴人が人って来た時、倉林陽子が傍 日でわかるなど顔色

を夜え(|liダ中令 r「 なんや値段だけ聞いて出て来い言うてた|十ど入れて tぅろて

るで」で性訴人が 本人でなく安辿れだとわか りぃっとしたようになり)、1:ヒ池

交換が終わった後、控1)千人が企銭の米PI!の話 しをりJり|||すと 「私は 二人の金銭

のや りJ文り|十令然知|らないのでわか りkせ んJと 激 しく否せしたことかえDゃ)高L

明される.ま たこのlli 1 5け1前|1命llN陽岳げ)欧述書1)IIの「`「二十サ蛇9イ|を頃、村、た,)は

新イ′iのマンションを 500わ |||ぐデ,いで買い人れ 長した,(中 唯)後 に、多額

の竹叫賞の古li求が来て、人に||||いただすと、無償で貸していることが相lりまし

た Jと |)矛府
ヤ
する, r`成 7年 に,1,iJ【人のことで被|■訴人である人と話 し合っ

たのに、商先人が1ド[のサl〔る不動産の無償貸↑十を 「令銭的に信川が出来ない」控

i訴人に用 して行 うのに、夫婦なのに||||いただされる長で,i千さないということlrl

l卜がイ(自然である―!そ れに企銭的に|1吉|||が出来ない付1手に不動産の無償袋借を

すること|!1体が不lri然である.峠 を1にべ立てるからボロが出るのである_

ごt)

4.こ の彼控訴人(原子
1千)のデ タラメと峠が仲卑!な法延で脊とり通ったのは、ひと



えに1牛訴 人(彼tir)の訴法代メl人
~ご
あった,市1内f,(策弁雁 |:が、同弁f牲|を紹介し

てその 11、14、1)人ヽの介助 人本FTTつて|||ていた篠原↑岳
‐良|;氏(乙16'すハ1舟L)が、枠訴

人が倣収品11せ)何や)なしに |1約束で 5千 づ円を預けた もう ‐ケげ)品li人、しか ゃ)「残

りの 5「 ガIIIは11i公性 (ルit ilF=被控 !訴人のサi!flキ脩‐ケ1)に予す〔けるJの 高に人であるイ「病〔

斥||1中氏ブ)世村きJI文りを、 |ヽ二十ナ蛇18年 1 1)1811′rli“l oll寺か ら 1 111キに千rってい

る (渋谷ハチ公1市で篠巧〔常
一
郎氏は ィ「h〔利 lL3氏と待 ちr卜わせてi道玄坂方向Fの小

さな喫茶lrliで)のに、「乙 1号 古止|サⅢ,【千忠氏 と乙 2巧ち証浅呑純 ^氏の欧述 1等だけ

で |‐分だ  (被 十子)石 ||十 1の11t 分ヽは 卜分認ア)られた,(h〔十
IF)介
林,誠,台側 |ヤ院

てふたド)t てヽぃる. 楽勝た. rfl,i〔斥|1卜T氏の1市li人叫1請1士もう要らないと」押ドさォt

た |と 「げ)込んだ偽 りを 12)|li的 にイJい (二t′)時ナUIイ「ルi〔和|い、丁氏の1品に人中「iliは

イjlつてお らず、判決後の ｀14,す蛇19千li 7サ13011に ,||サザ1を‖」覧 して品に人中!i浩|よヽ十二

十j文it)イli 3ナ!1511と い う||十111を外,■て却 | さヽ,Lるホ然|ヤ|:が高い||十にア リノミイ

作 り71kう にイJっている.乙 17ケサ布|:)、枚 tl11(1牛!す千人)に 「史実を裁
｀
神||,「が,忍′)

て くれた と【焚はゃは りjない Jと 出|1円「させ、
ヽ
14)丈it)イ|を51117卜 |げ)本人+

illlでt士、 乙 15号 和i介1准|:F懸】党占li〉|(1年
一
ごもり11)かな通]り、 投 十

1+(昨
|)人ヽ)で汁)る

rf lli本||フ)Iけ1〔(原子Lを令林 敲治が介l lN,前貨,台か らイ1りliギ |が件 りたと it張してぃ

る4、銭1士、デf実は ィ「井 ギ|が倉林品k冷に預|十た 4500わ |||からけ|き出 した や)

t′' 1'とつて子げ)場の形の 11で十士 「|||りた」 として や)そ才化は1にか らの|||りで|まな

ぃ  ェrtlす4、か らげ)「得!|りJ である. しか も｀内掟 1 7年 3)i1411と 6)13011

の 1件以外は返 してぃる(fr ll十1の本件に1期しての 「)としているJと は 「|】

林i献ヤ台に預けた 45()()げ |11に戻 し′て↓ヽるJ げ)′ま))を十甫足ギ
ー
るどころか、 ィ「)+

本「もにイ〔利なように 「IⅢ
lりた」「|||りたJジ)ii質なけ|き出すのに'捉起であ り、

またルi〔告 (被|十i)「人)側弁ti墜■のヰド||においてゃ)1)19～「)21の f真うに、被十
IJを
(14

1訴人)イr)11-ltlよ高齢で」
―
でに町よ力1士ぢ」く、 そ げ)111論川1的な前 しを

ヤ
! る`司||1束も

積んでいないのをア氏知|しながら(そげ)為t71弁1;整■でtrtる)一だ
ム
t)〕t議を甲|えず、

原子
lF側芋Fl准=|:ブう|ボギ

~が
よ長にしている  こ ブ)ィく1午為は1)26げ)イくと助,Fブ)尋|lil lこ

おいてせ)明らかであり、索人は普通
'「
liイに物件を見てや)i道路はキがどうで建築離

認がどうとtまた)からない tw)で ある― そ げ).kうな介護を ムL‐ガ行っていオ出 ,ヽ と
い う弁護 |:の夫務達反以前の市|と,行為を行い続けていたからである.葛1なる鎌

企牛!i青求=!1件であるならば、このような子の込んだ芝浄|をして被件(控!ジ千人)を

油断させ臨す老、要など微にや)ないはずである!そ れを行′ったこと|!1体がすでに

本件が卜となる貸企牛請求とす1件でない1許に拠である|

―

 | ;  ―



昂̀そ tアDイ(作ると意図的にずれた作為のアリバイ14:り
lk、今、H今1味すれtf l可じ

共|'社うとで汁)る被|1訴人(|,i〔itF)側の弁護 卜と1抹1訪旬を合わせたt上しか恐えぬほど巧

妙に仕純よれていた-2007イ iモ2声115111,i〔十
IF訴
法代PI!人杖十11聡の準備洋1向「

(1)(以ド 「07021市1仁‖お||十山FI と称十)1)1「1巧〔ttiが付1談を持 |,かけ、被十年が解決

した学:実はないJに は、その
十
11英の吉十に人で持)る、|サi〔十

IFである彼控訴人合林誠冷

が 町ヽ時の出身の11:との |1照昨|||1題(ごり十11とと|)いえる無r性難胆)の角付えな被告

である雄訴人イf井
一
lHlに依頼 して、性!サ【人が護|・tl国の小嶋宗市rtを1にって解決

した卓実がある= この′! 嶋ヽケj〔市とはこ|よ`十二ル蛇19イⅢ2)1に新十ilス:市谷対|卜ilIIルi〔田lttЧ

添地の護回目組本1引;の
'11務|)「で、やはり1.に既述の篠h〔↑|す

―
対;氏に会わせて開

きJ文りをしているのに、二げ)件はア リバイ作 りの品11人中言riさえ t,千Jっておらず

陳述ⅢI十t)なく準備善面にさえ_触れられていない,そ してこの|イII訴PI!|||||十111成の

為|こ9サ司9日 に/卜山|↓】キlif氏にIⅢ:!;どしたところ、篠ルiて↑lf 本虫|`rtは世村きli文りの後「故

ド)て連絡するのでJと |千/メごいたのに、以後なんの洋沙汰 t)ないげ)でイく思1談に

思ってヽヽたとげ)ことである|

|,可じく 「070215準‖市IJI十hiJ l)1ジ)「被告は、「十1〔けておいたJ とブ,前に拠を推|||

すべきである.‐||1151j^lilifi lホ1場rの 1束述 ||十1)2「長とよったお金を波ける老、要

があるl17なら銀行171t企ヽサ!liや中lill的なところへ予Ft tナればよいことで十 J 2o

07イト〒|12111片く仲訴訟十蛇デ|!人1虫||1聡げ)!官:併おキi台Fl)2「げ亡弁に/つヽ て`であるテう`、

「4500ル
ム
111のIFtl,こ企JブイFれtについて|ナi〔十

111はこれを否定してお り、十1刊
.11突

を夢ど付ける年禍ど的!品li拠はない―」と!Tいたt功女題をさせながら、十fh〔和IⅢ、T氏の

,証人中liliが立科jドさ'したのをいいことに彼十
1+(1牛訴人)弁護 1ギH「内卜i兼策lk何ヴ)反論

キ)行っていない た とえ品に人中請が2Hlドされたとしてや)準備 FIlriFなりで反論の

方法は考えられたはずである.ま た市fとであれ委言モであれそ t)そもがトプれ皮契約

はツ1人間では島向Fブ)やりJ文りは義務付けられていない―岳面のや り取 りをする

のは後ド1争いがあった時に打ji者 に対 してll li計十ilサ|ブ)ために必要だからで汁)っ

て、被告 (控訴人)は彼十イに訴人を企1古「的に|l i lll〔していて竹いを 予定 t)想像 t)して

いなかったので、洋thiがないのが
Hiた
り前なげ)である. 本向に不自然ではない.

そのようなことや)‐言t)ii張していない.垢ギ千倉林試治 (被控1訴人)が披十
1千石井

‐呂(控訴人)の預け企4500万 円を横J文りしながら、このように強気にサlIl t

i所に振る舞えたのは、ひとえに校十
1+(控訴人)171介忙 |:であるiF「内諒策の不作為

が保|!キ1されていたからだとまえる,

6.そ のイく作為は同 じく 「0702 15il十:備書[面」1)1「|lrイ和15ァ イ117月 3卜1に被 十
1+が

1 -



株人会社 |1本企11巧設 lilに売却 した Ⅲ英で汁)り、企額は ィく明である―」に対する

1丈i論や)、反!論kり や)3ヶ llや)li十1、 卜141jk 1 8イ|モ1 1サ11611f証 拠 1訪こ明 lil'被|IF訴訟

代P程人Ⅲl「内謀策の1)1「これに(真り、被十
111が
中野区|朽ヽ台に約 百ナ‖えの |:地をサ)「付し

ていたこと、 そ フ)li地を|1召和157イ liに,た却 したことがけ|らか となる.」 lrど と

い うI卜祀齢のうと方がわかる千な ら1訪[け|さえ要らない、誰が見て や)わかる li辺の

説|サ|だけでなく、 |1本企Fi「設 flが売却 した ミヤマを辿って売買代金
′
ヤトを力|1減蛍t

していけば、被告 (控訴人)が 「]本企口町設 lilに対してい くに,で売却 したか、つよ

り被|1子(サイ!訴人)イ丁ガi ―呂がt くヽらブ)令任〔を 子に したか とい うことが|サ|らかにな

るブ)は、 す「護 卜であるな |)移メ妹ブカ“|li投
ヤ
GI=|け|げ)r年1‐でぁる|よ

―l宝が子」
と
ってもヽないt

しか |)こブ)平成 18イ1判 1ナ116Hブ )Fれ|:拠説|サ|キ||千卜が、彼告側の品に拠であ り

なが ら、「乙 1弓
ム
li正」「乙 2'サ̂

|キl:」「乙 3'ナflliJではなく 「||]lケナ前にJ「||12'ナⅢ品||」

||13ケ !ホli」とは、 イ によ1紋が どち |)を||!ltて`いるか、″埼‖却をうとしてt るヽとい

う|)71である.

7.力 ||えて 「o7()215'特備 F十1片i」1)2「披 +1,1が仮に|,i〔杵を1声|11できなくイぼったブ)だ

と十れば、預けた企をす ぐにで )ヽ返十 ように求めるげ)が適↑|〔
お
である―しかるに、

彼||十1よ、
｀
十二十代 10イ|をか ら｀+41掟1 7flを長でげ)||||「連避」を求めてお らず被 十

1+のlt

'ltはオ店がある Jに おいて キ)、性十!千(枠訴 人)イf)卜ヽ|1弁liを人!古「内訴策げ)ィく作

j為|より|らカギご、被 十
IF(控
1)「人)は被|イ【,訴人に、|IH和158年 に彼オ■IJ千人が控十訂千人(餃

十
111)の
予Ftけ企4500ブ ブ

ム
|||から支出 して喘人 した|イモi訴人γl美げ)|lr野|ス:高台 2-■

0-5げ )イくlllj l在物件ブ)件で、彼控訴 人か ら,は 3800わ 11とll村いていたのが、

1`4成l oflをヒナ〔にたまたよ売 i!で汁)る対i戸さん と!市す機 三ヽが lrlり、 3800ケ は

史っ功ザボ喘で 1800ブ すだったと角|り、彼控1)【人に,3t明を求めに行った ところ、

コ11し黙ったよよなブ)でシビレを切 らせて 「黙 ってないで何 とか !千え」 と怒鳴 っ

た ら、十1'野啓奈へ肝け込み、中野許祭か ら 「今後近|1ヽ・いた ら逮捕せ ざるを得な

いJと 1子われたので、
｀
141丈と7年 3サ|に1.の中lIB tt rが日古計げ)電池交換に勝 子

に人ってい く伸↓然 /1機会 長で近づけなかったが、それまでの問は被告 (控訴 人)

は、代Plで壮初は佐藤、1考t藤が辞めた後はヴ|きネたいて斎藤庄
‐に交渉に行かせ

ているげ)で、「070215準備 ,平山iJげう「被 tiFのit明〔はオ府がある3Jは す ぐに,支論

できるは
―
|せがllⅢ「幸)していなt .ヽ しか キ)こげ)/fN動|)括げ)ザこ買には被十

1千(控十訂【人)tま権

利書の受けた し以外
本切関わっていないtつ まり控訴 人が企を動か していない

のに、1イli訴人ヤi義になっているとい うことが、1被|■訴人υ)手ノこに挫訴人の預け

金があ り、それを元に委任 された行為 (家を買 う)を行い引き渡 したとい う1舟「拠



で汁)るのに、それすらや)十 1も触れていない ま た弁 i嵯|:であれば|卜上t票ジ)杉

動やナ「符げ)い||は(牛で北 ltブ)淑)iさんげ)十J方は簡iilに突き|li r)られたはずで、瓶

)「さんに性1終■,/Lば'被1社訴人の1用け均ミどれくえ丸 かヽ十ぐ品に明できたはずがそれ

さえや)イⅢ
lっ
ていない.般 件(1生IJ千人)の訴訟代P提人IH「内謙策弁li隻|:が行ったこと

といえば、的外才
・廷でどうでや)いいに近い乙 14号 ftt1/1指輸の鮒定げ)みである.

本米‖.か らこの7.に倣れ られている柿摘や作米は、すべてγj一体で被告 (控

訴人)の!H「|ブ村謀策弁1性|:が初歩的に行 うべきや)のであった t)のである.

村.竹 与 ヤ杯でlk「楽勝J げ)ti性で 「やはヤ)((ずこ1英は強い>」 と楽凱祝し、被1任

IJ千ダ、に浪け令を横取 りされて企がないげ)を、 十
ムケ円の清手企のt■でな りは成功

十皮創‖でじ|き受けてく,した (と|「千じ)「_夕に」に感激 し 「美」をすっかりli手じきって

いたキ,1/1で力)るが、 こ ブ)ように今‖′〉1味して■れば、 莫 明りや飽壺誤は早い1時1甲|か

らF」オカtてヽヽた形跡がなってt るヽ わ
', ム
に 「|IIには ,様を」と共|'在党1/1ttf峰|!に

は 1可じ共に忙がいt とヽ、十H「内高(策弁li牲litノ)十1げドを した1,げ)篠原↑lti判!氏(そi政

|)‖ltlt新ド村千11)カミ、 今 1調/ミれば共1柱うとを1拓ヽヤ1さオド〔t てヽ しかも,こと渋
｀
十判沙汰にな

つ Ctヽるギ1場であオしば、 1坊ヽイ,さ,した杵がナ峰″Lうとt′)すドliを|!に近|十いてや)1午通|よ付|

千1二さ,しるは
―fせがなく、 ま してや人li告けげ)おt しヽt Ⅲヽ話|ボら主だしt)、 企 げ)なtヽ

十々十ムいt′)ナ」蛇功報‖‖しかや)たかだか総額 1300わ |||ぐらいげ)話を、後払いlr l契

ホくサⅢIl t,なく二十うと事でけ|き受けるとい うの ()才jか しなⅢ lllだ―1余イ1さオしていた篠

ルi〔十杵
本忠|;氏が共に光の弁護 |:に近づけたのは、村1織の|‖t格 liちえられることは、

「史英は原作(般控1)人ヽ)合林誠治げ)子ブこに、被告(十11訴人)イf井 ギ|のIr〔け企が

た,った Jと いうh〔十
IF側
弁正 Lが依頼 人合4本側か r)竹|らされていなか4Dた 「史

突げ)話」を党に突きつけたからではないのか、それで汁)ればこそ、 7ナJ211の

最終陳述ブ)後に r「原利博氏の!高|!人||1市t/1確認を候原常
本
郎氏に行なったら、東

突|よ`|二|チk18句 判 1)181Jに r「原斥|卜tl Fこと会って、 l`tl掟18イト12)1初 イリに既

述tl.「楽|1本だ=,話に人中li占は却 ドされた―‐Jと 肺 しておきながら、乙 17坊 話この

2げ)kう に、平成 19イli 3月切〔という峻明(で時l111を外れた証人中請の辻棲|)「せ

のような返事を行越 したことからやぅ!1正|サ|される. しか キ)内容たるや f了原利博氏

に乙 17ケナliにの 3を 労とてもらい確占怒したら、話したことジ)わずかしかきいてい

ない こ げ)件に関して件,訴人が11「惟認 しようと、篠原‖ ‐良|;氏の携||1電話にご

く普通の伝古 「石井ですけど電1打千ドさい」と人れたら、ど |1篠病〔常
一
郎氏を行

越 した行政調査新聞|11の松本州弘氏から 「篠h〔の嫁 さんが十校の先/11で、篠ルi〔

の女1用係を疑って篠原の1,ち帯を,評‖べて、石)11の伝 「手があったので問い1市町めたら、

― (  ヽ一



仰 大 して昨奈へ飛び込む といっている( 榊 子は11去〔ですか ら,Jと 女関係な ど

と脈絡のない連続で白身が
｀
|■端なイ「翼逆動を行いなが |)「呼気」を持ち|||し「!年

奈へ飛び込む」 と 余 柱実りすりげ)|■さに耐えかねたか、服復を恐れたか、松本

ⅢⅢIりど、氏 十‐人呑17「メにげ)性十J()吹 き飛ぶ似JI:!f、IF・の ll体、「警祭への,立きつき |

であったtキ|をなると晋企竿請求 ■件で、 どうしてこのように 「楽勝だJと まで肺

してお||1増「させ、 r「|)i〔千11博氏が証 人にな らないように仕向け、彼|!子(控卜)「人)が介

f整|:に疑業を感 じて向ギ任 しないような仕組tr/A長で作 り、被 十
111(控
訴人)に イ(本|1益

を荷+4どヽ要があるt/Pか,従 って控!訴人は′イflサi〔刊博氏 と篠ルit↑|すよIS氏いiヤ1げ)品に人

・Jl llllは必ず行つていただきたいと要望するlj 17である

彼|IF(雅訴人)は 「やに|を |「liじてヽ十二|】蛇19イli 5サ117卜 Jげ)本人寺問までは、 本

度 ()け町よt)せずに拘 山「|)ろくに読まずにIH「内Ⅲ科(策弁護 卜と篠1巧〔↑lf‐郎氏に任せ

切 りに していた千 協市さオし県切 らオドごいるとや)侑ばDず に被十
1千(1仁i抹人)が lt t 問ヽ

「ナにJを 十1キじていたこと|よ、イン ターネッ トで ケ人に公開 している控訴 人のホ

ーユ、フく―ジ(7)平成 lt)イli 2月2411(ア ッフ
|は
ギ〔す11)げ)「り円伐1/1ヰ岐い  |1本 げ)処

方縫0 中 間報千!F(|1木共産党について)」(乙19場・高L)で 「今|口十の裁判で、怖 さ

'L(イ(徳の下りです)、力【 ‐物 71俺を、長 と1火で助けてくれている弁護 |キ)また

サ峰1在うとげ)人デボげ)です」でli‖:|り|さ,とる

しんヽ し,L〔だくみも 1`4)サ蛇it,イ|を5ナ11711げ )本人■111111において、神ケ採柱場を浩 り

抜けてきた彼十
IF(14訴人)は|lr正感的におかしいと、そヴ)後に,声「内訴策介iと|:を向T

任 した.そ れ キ)篠原常
本郎氏だけでは抱え ilのは本州げ、氏に言い訳が立たない

だろうと、わざわざ 十ヽ二十丈 19年 6サ1思 ||に新十il汽市谷船沖i原町pЧ添地の護田円

組本部の
「
lf法所に篠|ち〔↑|す

―
郎氏とは本)|‖づど、氏げ)|「|!「人に来てや)F,い、かr内訴策↑

護 |:の解任を十
IFげたのである そ れなブ)に篠原■

ム良|;氏はゼロに電話を行越 し

て 「解任だけはしないでくれJと |||きついてきたt/7で汁)る― 前 日に済んだ話を

力ヽ し,とし
―
て、 ,と,そや)タトド村t)メぼくデと,|ご 「角字|「デビ|ナ|ましイfい

ヤ
ごく,L」 と|よ、 通当中角卒

任されたら共|'技
″
)とに対して1冴tl111 1+が出来ないげ)で、余ri!1荒てたのであろう,こ

げ)イくlir角年な 「角平|「だ|サ|ましないでくオし」の″よ味や)判決後げ) 十`二成 1 9年17)130

日に裁刊「十トナ1を開覧した||、1に水解した な んと篠|ナi〔↑|十
‐郎氏は初サリ|のい`成 18

fl判0月 2日 に乙 20号 品にの―真うに、被十
iF(す午訴人)イJり11ギ1の訴訟t委任状を偽

造 して,Hi内訴宋介護十に提出していたので汁)る.被 告 (控!訴人)が篠原古
本
郎氏

を通 じて介経 |:に依頼 したのは 「1.Jの みであったのに、訴訟委任状には 「3.

反訴、控訴、 11缶又はそのJ文ドげ及び訴のllAド.Jと い う文言が人っている―)

しか t)篠原常
一
部氏はそれより以li行ブ)書卍11丁先ブ)乙 16ケ 品li「平成 1 8fiを9月

―
  r 一



1911げ)介助人中出岸」や乙 16号 品この 2「 ｀1二成 19イ|を6月 13「1通知1吾」は

'つさオ,ざ
ち
持1世しているげ)に、 そ げ)|lilげ)半サ掟 18午 tl oナ!211の 月十フ芭ヽな羊|百i一Gあ

る訴訟委任状は、彼十
IF(|!仕
訴 人)r「サ|:十 1に ‐り」日を角虫れ させす

ミ
にイ「月1ギ |ブ)名

前長で勝 手に〓名し(乙 20け 1話に2の 篠1巧〔】十一郎フ)筆跡 と同 ^)(キ通は材ィiぐ

らいは本 人にさせ るものである)、印'儲も勝 子に調達 して越権偽造 して、 コヒ
・

一 さえやサ市魅 していない. 本般には弁!進|:は侠頼 人を基りする前挑に出来ていな

い|)千訟委任状の形式であるか ら)本枯 してゃ)用胆はないであろ うが、委任はh〔只||

はと 本委|にのはずである―i t)し ,ま図的なや)のがなけれlfコ ヒーは市越 してヽヽた

|十ずだ! |liiイに往lrlri委ILか どうかを朱口っているげ)と角ば,ないのとで|よ対,こ千に大

と地と1/7'f:がある, これは
｀
埼初から,iよIXI的に企権漆任とや)4iえる文|すご件1訴の

llkド|デ(つより肺 した長主ボロが|||るli行ブ)本格
｀
脚1決で終キ古)長で十)と野に人れたも

ジ)とちえれば 「解任だ|十はしないで 卜
‐
さいJ と,立きついて来た′ょ味が納イ増iGき

るげ)である.

り.さ て乙 18ケナ品に|よ、 前 ||1日、十lil ht(般性!)人ヽ(ルit十
1「)命林敲ヤ台げ)lli公'it)へ付】↓然

十二池を人れに行ったJl時キまブ)枕 i十であった中llL tt r4が、
′
と地建物取りli,任

浄7姿 1作を|十っているので、今後、彼控r訴人がナ仁訴人に対して,持ケit―l る`場 r卜に、

彼|イド訴人71複牧あるとい うィ〔動荏げ)処分 t)人る口rfヒ性があるので、十の場 r卜に

灯杵|;命であるということと、女IVIモであるのです!1訴人イ「ナト ギョであれチワl:訴人げ)代

lll!ブ)持藤サ|: すGあ ガ■立会いがtサtば、 命 林1場rキ)li舌しゃづぃだろうとげ)十1訂「人

げ)肥慮から、|'仁訴人に依頼されて W4成17年 3サ|に控1)千人の代PI!帝藤に 卜と合

本本1場rの話 し合いに立ち公った時に、市藤||に
‐が作っていた命林献冷の!れ 分ヽ

ブ)党え吾きを,こせて話 し合いに使った,11由「である. 立公いであるジ)で斎藤た1:‐

がイ1林陽 rと ,i千しをしていたが、 206ケ 生げ)話になり斎藤庄 一が滞納 してい

る竹llll!空について話しIHさないので、

中llL tt r'「峰さん、管蛇費は
｀
PJ

命林陽 r「家賃 t)嫌ってないし・・・そちらでtJ
14:iF可ヤ付子 「安1そく

｀
らい4 5()O ヵ

‐
げ)本||′と、
ヤ
Gし 上 う.J

令林陽 r「和1定、はそんなにならないIJ

中西JI令子 「イ「原さんからは月 30カ 野っていたとflム)liが!|って 長した(真.あ そ

この家賃はせいぜい lo′ブ
‐
がいいところtJ

の時の ,咋山Fである― 増 ‖克〔然の適 り公話では他でや)ない合林陽子lrl身が 450

()巧円がli行提でなければ出てこない文liム「利旭、はそんなにならない」と言って

― 嵐  ―
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し

ら

いるi キ lrfげ)「11で相R担氏
Hl l作
(上い うの出 /1t動|)とに財てい帝妹11: ゼ)1出liといでflR半i陥|

げ)こ とである そ してこげ)話の11定「llに

冷林陽 rヽ「これ (乙 1思 坊れに)を控えていぃですか」可ilLl tt r「どうぞ」

力||えて甲 15ケ |れE令林陽 rの 陳述 itlP l「ヽlえ成 16年 3'1ころにイ十井さん/1x人

が 来て、前はご破算にな り長した 」とぃぅ事
″
えはなく、控訴人は平成 17年

3)1に、合林陽子には姉めて、般|′～訴人合林試治に預けてある企銭の,if算のli舌

しをり〕り出した′)である.‐従ってこれ や)|や偽k'村である 3.既 述のように、そ
の||、1に合林陽 Fが 「私|±1人げ)令銭のや りllkりlk往然知iらないのでわか りょせ

んJと ,=/ったのである そ してそれまで斎藤,1:‐ばか りが交渉に来ていたので、

多分控訴人が病の床にあるとでや)思っていたかえ,か、1生訴人が入ってきた時に、

7j■作で1市rや)知1らなかった中171Ll tt r｀でさぇゎかるほど、出■1でも,こた 真うに顔

色を夜えたのであった、|

また'1112号品IIま控訴人(被告)石ナ十 ギ|が 1ヽ4成17年 3)11411に 合林陽 F本

から受取った 160万 円の昌1市である.こ れは合林陽 Fが控訴人Ti本)|卜出に対

して既述のように 「夫(校控訴人)とイ「井さん (1牛訴人)の当時の令のや り取 りを

金然角|らない」とのことなので、「それなら合林試治の病気が良くなってから

,青併寸ればいいから、 阿 の為に奥さんが貸してくれ」とい うことで介林1場rギ)

納得 して用意 してくれていたので、控訴人はヽに 「陽十様」と書いて渡 したの

であるをそげ)ような前提がなければ介llN陽子は貸さないだろうし、管したとし

てや)「1場十様Jと どこの 「陽 子Jか 特rL‐できない書き方でなく、「イヽ林陽 r様」

と要求 したはずである.ま た倉林陽 子が投1イヤ訴人合林誠治と1イを訴人石井 +1の

企のや り取 りを部分的にで t)知っていたなえ,(平成19年5)]17「|の本人尋||||で述
べた 「甲12'j^,記:(言主:平|サ蛇17年3月11日)、甲13ケj^誰(言]二: 再`成 17年6,130日)以外の

お金のとヽ し借 りのときに、あなたはその場にいましたか.」合林陽子 「いた時

- 9 -



t)あり長ギ ‐」が史英な ら)、 l`i然枚|イ1訴人介林献冷の代理 として、介林赦治代

F程(介林)陽 rセ してぃる1士ずで trる 長 た明113ケ !舟とは控訴人代F世希藤l it‐が

介林陽 rか ら平成 17年 6月 30に 1に受取った 140万 1明の多1白子であるが、こ

こには 「1場r様 Jと さえキいてない― iヶ月前には 「陽 r樹〔」 とキヵドせた介林

陽 rが 、控訴人ff)|‐占代デユ帝昧庄
本の時にll kその ヤ,前さえない形式のキ高で

i怖足 したのlk、そげ)1二ヶ月の|lilに校よ牛訴 人命林誠冷か ら 「控訴 人イ十ナ十一 11の予,t

け企Jの 慨略を聞き出 していなくては説明がつかない| つよりこt71「十1古iこそは

件訴 人の減け令をri第するための 文宇道 りげ)覚え書|き以外げ)Ⅲl「や)げ)でや)ない品に

1処
ヤ
ごた)る,

十口「‐真り1)!,「状 111卜が|1喘1倉林誠治 と11独であ りなが ら、「陽 r朕 1苑 の ヽ+41掟

17イli 3)11411の 160引 II主で 1要求 して くること||1体がおか しい  こ t/1

160カ l11に関 してはすドⅢ末!訪文おは|)i〔伊千適格を,胡iたしていない|十1せである モ 才t

を|十可夕町に並べてくること白|卜が
ヤ
十でに般|IJ「人(|,i〔件)令 llN試,台側にこれ らの企

i貨の忙え吾きは間 ―とげ)!終1市蛇が浄)り、そヴ)i督li十蛇は昨訴人の 「十オにな ら合l lN訪文お

げ)力f気,うミ良くなってか ら清算→ればいいか ら、円の,れに奥さんがなヽ してくれ |

1771i柴があって始めて|サ蛇立する !)フ)である

10。長た|112'jA十品にか ら||110坊 品li t)lr可樹tで、これは十1111サiれliといえる代物ではな

い 般 控 1訴人が本ちに無か らの 「貸 し|で lrれば南台商ナ11i往iでケチ と角
｀
ヤiだっ

た彼】1訴 人が、被控1)千人が袋 itだとわか らぬ 釣山「で満足するはずがない― まし

てや投井訴人は|十桁人であるi主 たィく日「フ1虫歳なことに、|112)jム!品にか ら|1110'jtttiL

までの |1付が|1貞添でなくィく規則にli打後 している.洋 適は |1付が川東番になるや)の

で津)る 1子に作J千人カミ「イi林1誠ヤ台峻 | と肥イ,した占己1と力`ない||11 1チj^!証1士、 li己

ヤ1のli己憶がないだけでな く、 大 きさやぅィくlrl然で控訴人は名刺大前後の大きさ以

タトの和〔に1士妻いた記憶がないげ)である 1`4成19年 5月 17「 |の本 人キ問では

不思議なことに金額の 大きい「|111'j本舟Lだけは尋||||されなかったこ よるでわざ

と|11 l lケj^品にのみ外すかのように、それが イくlr l然でないように|「111ナ 」f正は 19

97年 12)12711300ケ 11、甲 10'ナ れ11はそれ ―真り後の 1998年 1)4231155円 で、
||111号 品liのほ うが 日付が早いのに、 11喬 ||にょ1掟せてある. 10年 前後も前

の ことで や)2ブム 315は 党えていな くて t)300け なら党えている口「能性は高

いはずである.|1lrか甲 Ilうナ!打Lだけlk■」と1明したくなかった としか思えない.

1析ってお くが控訴人は洋いたことは書いたがこのような帳1角iに,|十いたことllt

な く、枠訴 人が彼控訴人との金銭のや り取 りげ)党え書きの為に ,平いたのはイi刺

- 10 -



及び名,fけ大ブ)和R片(|ユ十111)ご汁)る 千にって上【|たの
｀
1判り|のjtt tこ、 十年J「人|ま||llチう

^lilに

か ら|1111け証までt/1与〔木 (5111711本 人キ|111の時に原十
1+分
林献冷代JTl人は

山聡が持っていた帳山F及び1牛1)F人(被千IF)有川1ギ |が介林献治との||11でのti伏受

けに し|1寺にキいたイ1刺及びヤ,,f」大t/1党え||十きの和〔)つより帳「&「がナチi〔本だと十れ

ば、ルi〔本とその原本のサ巧て本であるγl刺及びヤ〕,fJ大の党え洋きの紙の双方を、枠

訴人に点|すせさllるように要求
ヤ
するもブ)である

11.木 件は、預け金 (奇託/1‐)を杖取 りした原十
1+(被
控!J千人)介林紋治と弁護 |:ジ)

共産うと松本キllll‐派の料〔||1聡とや,どt)席偽1771J千】)せで1せ芋裁判持JIどをナ尊|||する、

まことに天に旺する忠行である い くらキ1向FIイ
′
jヽ il美、 1`1人げ)提||1品11拠第

‐|!

Pにの上t章!故判であれ、|十1収|■1係においては多微でゃ)Ll」吾1白iをや り取 りしない

という襟古IF(1午訂【人)の|↓|:1各力■揮|||さヤし(こげ)1佳十訴人ジ)|‖:1各は 1ヽ4ル文1 5frブ)交通

年故177、保険会十ltからの補償企牛の企銭受け入れ時 や)、資ヤ歩から通lJ〔作|)蛇から

令銭ブ)ヴ|き|||し杵管F提の 企てをli:11「健 夫氏に|「せり」りで通1脹を倣ったことがな

t とヽいうことからや)!iにり|される そ してこの通慨〔は、適帳を持たない i:走げ)枠

lJ「人にとつては、十力t険公1位からの補償企が振込みということで、わJ〃)ての道帳

であつた )、 預け金を横取 りされた被ti十杵である控「訴人(彼件)Ff)11ギ|が、

微J文りした彼控訴人(1片く杵)介林,誠治と
'1年
後従犯介林陽 rの デッチあ|デ|二昨しr)

られている、つより11モ1持:者がバカを,こるとい う兄木なげ)で lrrる1今 世|1珂を騒が

せている光市け十殺111卓:件では、弁離 |:の11:111が「被十
IFの
為に」であって t)ゃ

りすさだと、弁f唯■から介護 卜に貨Jしての懲戒fli求げ)働きかけが出ているが、

本件は弁託 にが 「彼十1+(依頼人)のんにJど ころか依頼 人をメど切って、榊千)ブに

和1台卜を肝す とい うFl本の裁
｀
十‖制度に対"~る 背 IF千にや,等しい山々しき

'|1件であ

る.本 件は民事ではあるが、法の止iPにと|li頼の為に技判|'Fにおかれては権問(で

徹底的に調 Fl‐して椿議 していただきたい'|1件である

12.ま た被性1斥人合林献治は、脳使末げ)後遺)古:があるとはいえ、外出 して時

々外を歩いているのな複数のri:人が |1撃している.預 かった金を枝取りした犯

罪十でありながら序顔無恥にや)デッチあげの民年裁
｀
十判を起 している以上、高!1人

尋||11には出る:t務があるのは疑いがない=そ れを合林陽十だけでおよせて逃げ

長うとしているのは後ろ|1汁いことがある証拠である.従 つて控tブヽ人は被す牛訴人

の|れに人■Ⅲl問を要求するものである

甲 15'j^高に合林陽子の陳述 ||キP4にあるように、「0長 での情1にも、嫌がらせ

-  1  1  -



の電話が|11「度 t)かかってきました.」「村、に )ヽこれ長での疲
才ヅj'がヒー クに来てお

り、ブぎ )1の 雑になった りすヒんだりする1訂tにはいかない、と要求されるよ長|

なに,、すでにそげ)ずっと前に1巧〔十
1i(被
|イヤ「訴人)令林1訪蛇冷が中野啓供に研け込んで

「今|ピ近付いたら逮捕する」という|I Trキ)得ているげ)だから、 さ っさと昨祭に

適‖せして本
Hlに111なる貸金であれば、γそ′迫恐喝で取 り調べてや)らえばいいので

ある そ うすれば介i嵯|:に安くはないォ託料を払 う4ピヽ要やぅない:そ れに1「」じく

甲 15)j本lill:1)1「要求されるよ長 「こ,そが投後だとJ 140カ ド1をたし′ました.J

の｀1を成 17イ|:6)13011か ら、命l lNttkお(|ナi〔十
1千=被班坤【人)代理人介!i牲十:横山聡

から1勺容lilに明が送られてきた +`41す蛇1 8 fli5)11811長での間に )ヽ、性訴人は幾

度となくfi林陽子に1=Liキ岳をかけて十1〔1声企ジ),1竹研rを強使に交渉 している 半 ljk l

7イ|を6)l t,011に  「村、に t)こオ■長
~ごげ)ヵ斐ザjが ヒーーク|こ水rご才Sり、 (ヰi‖格)「こヤL

が最後だとJ 140わ I11を波 しました|」げ)であれば、や、う警祭に明なけ込む】ナt

態だったはずである そ れをどうして |ムヶ月や)電f持に|||ていた1/1か.ど うして

や)|十ⅢⅢ
'|1件にしたくないとしか思えぬ,そ れは電話に|||てさえいれば 「ぬらり

くらりJで や)、+4七iJ千人はまだ 「命林紋ヤ台が|口1復したら」と言意に解釈していた

げ)で(だからこそ||112塔・証 1`41掟17年3ナ11111げ)160ブj^|||は合林試冷の夕陽 r かヽ ら

十1ル たということにしたげ)でた)る,)そ れ以 liの
'11件は起こらない.第 司馬齢

げ)14訴人はや)ういつ ヒ々んでキ)おかしくない (それ どころか被控訴人の111算で

は北くれたイ「翼運動に挺身 していた件IJ千人はとっくたろくで (ぅない死に方をし

ているはずだつた.)け |き延ばしている問にすヒぬだろう.タヒんだらこちらブ)や)

のだ.し か し,イじ石にけ|き延ばし )ヽ限界に来た 71で時間稼ざげ)民事を 起したので

ある.控 !J人ヽff井 ギ|は被|■訴人千ドllN献冷側から内容証り|が送られてくるよで

げDIムヶ月の1肖|、命林陽 l生には1電話で地獄からの1に杵げ)ようなナIFで身の毛 tぅkだ

つ i上うなことを!|ったのも1lr iflキげHであった.そ れほどであるのに汗1事争訴 し

なかったのである.祭 するに)「1'|1事件にしたくないのlk)「1事事十
・
ドであれば1可法

昨ノブ171調査で企てげ)合の流れが1サ|らかになり預け企杖収 りの真英がばれるのを

されているので岸)る.だ から刑
'11事
件とするのを避けているのである.預 かっ

た金の横収 りがばれれば1討ヽ十1+サ「t)加|わるil本件は本来民事で||lt lイ1をつけるべき

t)ジ)~ごはなく、刑
「
浮事件で「fl lム昨力が調べれ|ず明るt4に出る 「fな成契約を感サ||

した杖llkり犯罪十げ)デッチあげJと いうiil純なしか し,L〔質な案件である. それ

を控訴人の波け金を微取 りした被性1訴人介林献治側が自己に行利な形人的な書

類 (|′1訴 人が企銭を戻した後、破つておくといったキ)のまでな していたげ)だか

ら証拠押I!造とt)いえる)が1丁倒的だとばかり、法廷を欺き、しかも被十
IF(搾
訴人)
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側訴訟代lll!人の弁,i墜|:長でを抱き込なとは、二t′)kう なデッチ浄)げと背1声キ介li嵯

|:のイ(作為 ・作為げ)虚偽で終始 した逆t延をノ亡に 「判決」を 卜さざるを得なかっ

た第
‐
杯t/D裁‖」官は気の毒であり、心から i可情する()ので汁)る―1巧〔キ|十(披控訴

人)側げ)|'Fkは日本の裁判制度に対→
~る
背|liであるi第 二杯におかれましては、

ⅢⅢl民げ)投判制度に対する|:千頼げ)tiからt)、 ど うか実の実まで吟1叫〔1/1 il、判断を

いさ,t長=1 真う|こ才S原東い「||しlilダ長
ヤ
十 ,次11

証拠方法

財(述||十の ギ‖!は|1頭弁論ナ明|1長でに提 |||+/ヽ

添付書類

1.乙 1科サ
^1話|: 懲)代lili求,|| ′占適

2.乙 16'サ‐l古11 11出〔介論ナリ||1及び各介 ||十】進|||1明限延期のお願い 1`4,掟1ドlを9サ119卜1

乙16'ナ|キliげ)2適 知|卜1+|1可内i求策 1ヽ41戒19+|モ6サ|||;|1 各せ道

‖.乙 17'サ̂i話li 年j‐体品|:拠中||1戸キ|‖「内1科【策 1ヽ41丈19fli3)11研1

乙17'サ品liヴ)2篠 原拭tA判;か|)|■1訴人代FI!|ll Ⅲrtt r先メール(2007ti17ナ1311)

乙17'jハ品との3乙 17ケj本!計「の2ブ)添1寸ファイ′しの内イド 各 ′占適

1.乙 18ケj^品二 控 訴人1忙FI!席1体||:‐が介林陽 rと 177夜1歩に使つた「1面 ′と適

5.乙 19けれL 控 訴人イ「井 一||げ)ホームベージ 1`4成1 9 flを2サ12111 壱 通

6.乙 20塔̂ 証 訴 訟容任状Ⅲl「内1訪【策先平成 1村イ|をloサ1211

乙20'j本品にの2 篠 原↑|ケ
ー
郎の竿跡 各 七迪

7.品I般L訪を|)||: ′と道

樹.1由に拠中出吾 ′占適

9.!話li拠要求書 壱 道

10.品L人年 目録 壱 連

11.陳 述語中lltl玲千 乙 21巧ム品に せ 適

)1女 ||

- 1 lⅢ ―
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